
どうして国民年金が必要？
　国民年金は、国が運営する公的年金です。国民年金は終身年金なので、受給開始から生涯にわたって老齢
基礎年金を受け取ることができ、老後の安定した収入を確保することができます。また、けがや病気で収入
が途絶えてしまったときのための障害基礎年金、万が一のとき残された家族のために支給される遺族基礎年
金など、国民年金には、老後のためだけではなく、さまざまな生活の場面を補償する制度があります。
　保険料を納付することは、年金を受け取る権利を得るために大切なことです。

国民年金特集
～３つの基礎年金があります～

2014

　
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
保
険
料
納
付
済
期
間
（
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
期
間

を
含
む
）
と
保
険
料
免
除
期
間
な

ど
を
合
算
し
た
期
間
が
、
原
則
と

し
て
25
年
以
上
必
要
で
す
。
（
平

成
2７
年
１０
月
か
ら
は
１０
年
に
短
縮

さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
）

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

　
2０
歳
か
ら
6０
歳
に
な
る
ま
で

（
加
入
可
能
年
数
4０
年
）
の
保
険

料
を
全
て
納
め
る
と
、
満
額
の
老

齢
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
ま
す
。

※
6０
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の

間
に
任
意
加
入
（
第
２
号
被
保

険
者
を
除
く
）
を
し
て
、
満
額

の
年
金
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
開
始
年
齢

◆
繰
り
上
げ
受
給

　
老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し

て
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

希
望
す
れ
ば
6０
歳
か
ら
65
歳
に
な

る
ま
で
の
間
で
も
繰
り
上
げ
て
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
請
求
し
た
時
点
に
応

じ
て
年
金
が
減
額
さ
れ
、
そ
の
減

額
率
は
一
生
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◆
繰
り
下
げ
受
給

　
希
望
す
れ
ば
66
歳
以
降
、
繰
り

下
げ
て
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
請
求
し
た
時
点
に
応
じ

て
年
金
が
増
額
さ
れ
、
そ
の
増
額

率
は
一
生
変
わ
り
ま
せ
ん
。

条
件
そ
の
１
（
初
診
日
）

　
障
害
基
礎
年
金
は
、
次
の
条
件

の
全
て
に
該
当
す
る
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

　
2０
歳
前
、
国
民
年
金
の
被
保
険

者
期
間
中
、
ま
た
は
被
保
険
者
の

資
格
を
失
っ
た
後
で
も
6０
歳
以
上

65
歳
未
満
で
日
本
国
内
に
住
ん
で

い
る
間
に
、
障
が
い
の
原
因
と
な

る
病
気
や
け
が
の
初
診
日
が
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金

の
繰
上
げ
受
給
の
方
は
除
き
ま
す
。

条
件
そ
の
２
（
障
が
い
の
程
度
）

　
障
が
い
の
程
度
が
、
2０
歳
に
達

し
た
と
き
、
ま
た
は
障
が
い
認
定

日
に
お
い
て
、
国
民
年
金
の
障
が

い
等
級
１
級
ま
た
は
２
級
の
い
ず

れ
か
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

条
件
そ
の
３
（
保
険
料
納
付
）

　
次
の
保
険
料
納
付
要
件
の
い
ず

れ
か
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

○
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う

ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
保

険
料
免
除
期
間
を
合
わ
せ
た
期

間
が
３
分
の
２
以
上
で
あ
る
こ

と
。

○
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
直
近
の
１
年
間
に
、
保

険
料
の
未
納
期
間
が
な
い
こ

と
。

※
初
診
日
が
2０
歳
前
に
あ
る
と
き

　
は
、
保
険
料
納
付
要
件
は
不
要
。

　
傷
病
（
障
が
い
の
原
因
と
な
っ

た
病
気
や
け
が
）
に
つ
い
て
、
初

め
て
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
の
診

療
を
受
け
た
日
を
い
い
ま
す
。

※
同
一
傷
病
で
転
医
が
あ
っ
た
場

　
合
は
、
一
番
初
め
に
診
療
を
受

　
け
た
日
が
初
診
日
と
な
り
ま
す
。

　
障
が
い
の
程
度
を
定
め
る
日
の

こ
と
で
、
そ
の
障
が
い
の
原
因
と

な
っ
た
傷
病
に
つ
い
て
の
初
診
日

か
ら
起
算
し
て
１
年
６
カ
月
を
経

過
し
た
日
、
ま
た
は
１
年
６
カ
月

以
内
に
そ
の
傷
病
が
治
っ
た
場
合

（
症
状
が
固
定
し
た
場
合
）
は
そ

の
日
を
い
い
ま
す
。

初
診
日
と
は
？

障
が
い
認
定
日
と
は
？

１級障害　966,000円＋子の加算額
２級障害　772,800円＋子の加算額

※ １8 歳到達年度末日までの間にある子（または１級・
２級の障がいの状態にある 2０ 歳未満）がある場合、
加算されます。

②平成 ２６年度障害基礎年金の年金額

子２人まで　　（子１人につき）222,400 円
子３人目から　（子１人につき）　74,100 円

老
齢
基
礎
年
金

３
つ
の
基
礎
年
金

①

障
害
基
礎
年
金

②

２２２０１４．３ 広報なかの

①平成２６年度老齢基礎年金の年金額（満額）
　　　　77２,８00円（月額６４,４00円）
※免除期間がある場合、その月数と免除になった保険
料の割合に応じて減額になります。

〈（　）内の数字は平成2１年３月以前に免除期間がある場合〉

【減額になる割合】
全額免除：４／８（２／６）　４分の３免除：５／８（３／６）
半額免除：６／８（４／６）　４分の１免除：７／８（５／６）



　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
い
ず

れ
か
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
場
合

に
、
死
亡
し
た
方
に
よ
っ
て
生
計

を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の
あ
る

妻
」
ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
（
平
成
26
年
４
月
か
ら

「
子
の
あ
る
夫
」
も
支
給
対
象
者

と
な
り
ま
す
）

遺
族
基
礎
年
金
支
給
の
要
件

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
る

　
間
に
死
亡
し
た
と
き
。

②
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ

た
6０
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

で
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し

て
い
た
方
が
死
亡
し
た
と
き
。

保
険
料
の
納
付
要
件

　
前
記
①
ま
た
は
②
の
場
合
、
死

亡
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で

の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険

料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期

間
を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２

以
上
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
、

死
亡
し
た
方
が
65
歳
未
満
で
あ
れ

ば
、
死
亡
日
の
属
す
る
月
の
前
々

月
ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、

直
近
１
年
間
に
、
保
険
料
の
未
納

期
間
が
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
「
子
」
と
は
？

　
死
亡
時
、
１8
歳
に
な
っ
た
年
度

の
年
度
末
ま
で
の
間
に
あ
る
子

（
ま
た
は
、
2０
歳
未
満
で
１
級
ま

た
は
２
級
の
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
子
）
で
、
か
つ
婚
姻
を
し
て
い

な
い
子
が
対
象
で
す
。
死
亡
時
、

胎
児
で
あ
っ
た
子
も
出
生
以
後
に

対
象
と
な
り
ま
す
。

生
計
維
持
と
は
？

　
「
死
亡
し
た
方
に
よ
っ
て
生
計

を
維
持
さ
れ
て
い
た
方
」
と
は
、

死
亡
当
時
、
死
亡
し
た
方
と
生
計

　
自
営
業
の
方
や
そ
の
配
偶
者
の

方
、
2０
歳
以
上
の
学
生
や
ア
ル
バ

イ
ト
の
方
、
任
意
加
入
被
保
険
者

な
ど
の
『
第
１
号
被
保
険
者
』
へ

は
、
独
自
給
付
と
し
て
「
寡
婦
年

金
」
、
「
死
亡
一
時
金
」
お
よ
び

「
付
加
年
金
」
が
あ
り
ま
す
。

寡
婦
年
金
と
は
？

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
の
保

険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除

期
間
を
合
わ
せ
て
25
年
以
上
あ
る

夫
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
夫
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
、
か
つ
、

夫
と
の
婚
姻
関
係
（
事
実
婚
を
含

む
）
が
１０
年
以
上
継
続
し
て
い
る

妻
に
対
し
て
、
6０
歳
か
ら
65
歳
に

な
る
ま
で
の
間
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
金
額
は
、
夫
の
第
１
号
被
保
険

者
期
間
に
つ
い
て
老
齢
基
礎
年
金

の
計
算
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
額

の
４
分
の
３
に
な
り
ま
す
。

※
夫
が
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基

　
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
た
場
合

　
は
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

死
亡
一
時
金
と
は
？

　
死
亡
一
時
金
は
、
第
１
号
被
保

険
者
と
し
て
保
険
料
納
付
済
期
間

が
３
年
以
上
あ
る
方
が
死
亡
し
た

と
き
に
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
遺
族
の
範
囲
は
、
配
偶
者
、

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟

姉
妹
の
順
番
で
、
死
亡
し
た
と
き

に
生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
方
で

す
。

※
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

　
方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
ど
ち

　
ら
か
一
方
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
支
払

い
方
法
に
よ
っ
て
お
得
な
割
引
料

金
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
口
座
振
替
は
、
口
座
を
お
持
ち

の
金
融
機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま

た
は
、
年
金
事
務
所
や
市
役
所
年

金
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

「
保
険
料
免
除
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。納付方法 １カ月分 ６カ月分 １年分 ２年分

現金支払（前納）
【割引額】

９０，７６０円
７４０ 円お得

１７９，７５０円
３，２５０円お得

口座振替（前納）
【割引額】

１５，２００円
５０円お得

９０，４６０円
１，０４０円お得

１７９，１６０円
３，８４０円お得

３５５，２８０円
１４，８００円お得

現金支払（月々） １５，２５０円 ９１，５００円 １８３，０００円 ３７０，０８０円

国民年金の保険料（平成２６年度）

　
定
額
の
保
険
料
に
月
額
４
０
０

円
の
保
険
料
（
付
加
保
険
料
）
を

上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、
老
齢
の

基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。

※
農
業
者
年
金
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
は
納
付
が
必
要
で
す
。

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
さ
れ
て

い
る
方
は
納
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

付
加
年
金
と
は
？

遺
族
基
礎
年
金

③

第
１
号
被
保
険
者
の

独
自
給
付

国
民
年
金
保
険
料

２3 広報なかの ２０１４．３

③平成 ２６ 年度遺族基礎年金の年金額

子に支給されるとき
772,800円＋２人目以降の子の加算額
（子の数で割った額が１人当たりの額）

子２人まで　　（子１人につき）222,400 円
子３人目から　（子１人につき）　74,100 円
※ １8 歳到達年度の末日までの間にある子（または１級・
２級の障がいの状態にある2０ 歳未満）がある場合、
加算されます。

子のある夫または妻に支給されるとき
772,800円＋子の加算額

【
各
年
金
額
に
つ
い
て
】

※
青
枠
内
の
①
～
③
の
年
金
額
は
、

平
成
25
年
１０
月
か
ら
平
成
26
年

３
月
の
年
金
額
の
０
・
７
％
の

減
額
を
見
込
ん
だ
額
で
す
。

※
平
成
2７
年
４
月
以
降（
６
月
支

払
分
以
降
）の
年
金
額
は
、平
成

26
年
度
の
年
金
額
か
ら
０
・
５

　
％
引
き
下
が
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

を
同
一
に
し
て
い
た
方
で
、
年
収

８
５
０
万
円
の
収
入
を
将
来
に
わ

た
っ
て
得
ら
れ
な
い
方
で
す
。

③
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
が

　
死
亡
し
た
と
き
。

④
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

　
間
を
満
た
し
て
い
る
方
が
死
亡

　
し
た
と
き
。


